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平 成 2 1 年 5 月 1 日 

国土交通省住宅局建築指導課 

 
 

構造設計一級建築士／設備設計一級建築士の確保見込み等 
に関するアンケート調査の結果について 

 
 

本年５月２７日から施行される一定の建築物の構造設計／設備設計への構造設計一級

建築士／設備設計一級建築士の関与の義務づけに関し、その円滑な施行を図るため、制

度の認知度や各建築士事務所における構造設計一級建築士／設備設計一級建築士の確

保の見込み等を把握することを目的に、建築士事務所を対象としたアンケート調査を行い

ました。 
この度、調査結果がまとまりましたので、お知らせします。 
なお、本アンケートにおいて構造設計一級建築士／設備設計一級建築士の確保の目処

が立っていないと回答された建築士事務所については、都道府県建築設計サポートセンタ

ー等に関する情報を提供するとともに、資格者確保の見込み等についての再度のアンケー

ト調査や都道府県による資格者確保の支援等を行っていく予定です。また、法適合確認に

関する講習会を実施するなど本制度の円滑施行に向けた取組みを引き続き実施していく

予定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先 
   国土交通省住宅局建築指導課 ０３－５２５３－８１１１ 内線（39-532, 39-527） 
                                         大島、東山 
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Ⅰ 調査概要 

 

（１）調査対象 

イ 構造設計 

平成 20 年１月から 12 月までに建築確認・計画通知された構造計算適合性判定

（ピアチェック）対象物件を設計した建築士事務所（代表となる設計者が所属する建

築士事務所） 

ロ 設備設計 

平成 18 年４月から平成 20 年 12 月までに建築確認・計画通知された階数が３以

上かつ床面積 5,000 ㎡超の物件を設計した建築士事務所（代表となる設計者が所

属する建築士事務所） 

 

（２）調査方法 ウェブアンケートによる調査 

 

（３）調査期間 平成２１年２月２６日（木）～３月１１日（水） 

 

（４）回収率 

イ 構造設計 31.4％（回収数 2,469 事務所／発送数 7,857 事務所） 

ロ 設備設計 36.4％（回収数  726 事務所／発送数 1,996 事務所） 
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Ⅱ 構造設計一級建築士の確保見込み等に関するアンケート 

 

１． 回答事務所の属性 
（１） 専業・兼業（n=2,469） 

１．専業建築士事

務所

66.4%

２．兼業建築士事

務所

33.6%

 
 

（２）  一級建築士の人数（n=2,469） 

１．1～4名

70.1%

３．10～19名

7.9%

２．5～9名

16.5%

５．30～49名

1.3%
８．200名以上

0.6%

６．50～99名

0.8%
７．100～199名

0.7%

４．20～29名

2.1%

 
 
 

（注）専業建築士事務所：設計、工事監理を専業として行う建築士事務所 
兼業建築士事務所：建設会社・工務店・ハウスメーカーに属するなど総合的に建設

業を営み、設計・工事監理を兼業として行う建築士事務所 
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２．アンケート調査結果 
（１） 構造設計に関し、高度な専門能力を必要とする一定の建築物（以下「対象となる

建築物」といいます。）の構造設計に関する資格として構造設計一級建築士制度

が創設されたことをご存知ですか。（n=2,469） 

１．よく知っている

59.5%

４．聞いたことがな

い

0.1%

２．ある程度知って

いる

37.5%

３．聞いたことがあ

るが内容はよく知ら

ない

2.9%

 
 

（２） 構造設計一級建築士による構造設計への関与の義務づけについて、次のような

ことが規定されていますが、それぞれについて、ご存知かどうかを教えてください。

（n=2,469） 

71.8%

4.2%

11.8%

27.2%

17.7%

27.9%

28.2%

27.5%

32.0%

95.8%

82.3%

72.1%

68.0%

88.2%

72.8%

72.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．一級建築士でなければ設計を行えない建築物のうち、高度な構造計算（保

有水平耐力計算、限界耐力計算等）が義務づけられている建築物（建築基準

法第２０条第１号、第２号に該当する建築物）は、原則として、構造設計一級建

築士による構造設計への関与が義務づけられます。

２．対象となる建築物に関する構造設計一級建築士による構造設計への関与

は、平成21年5月27日以降に構造設計を行った（完了した）ものから義務づけ

られます。

３．対象となる建築物であっても、平成21年5月26日以前に構造設計を行った

（完了した）ものについては、その後の設計変更も含め、平成21年11月26日ま

での間は、構造設計一級建築士が構造設計に関与していない場合であっても、

建築確認申請が受理されます。

４．二級建築士及び木造建築士が設計できる規模の建築物は、構造設計一級

建築士による構造設計への関与は義務づけられません。

５．既存建築物の増改築または大規模修繕・大規模模様替の場合にも、構造

設計一級建築士による構造設計への関与が義務づけられる場合があります。

６．構造設計一級建築士でない一級建築士であっても、設計後に、構造設計一

級建築士による法適合確認を受けるのであれば、対象となる建築物の構造設

計を行うことができます。

７．対象となる建築物であっても、工事監理に構造設計一級建築士が関与する

必要はありません。

８．法適合確認を受ける場合の契約の相手先は構造設計一級建築士個人で

はなく、その所属する建築士事務所となります。

知っている 知らない
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（３） 構造設計一級建築士による構造設計への関与の義務づけについて、どのように

情報を得ましたか。（複数回答可）（n=2,469） 

80.2%

1.1%

0.9%

44.7%

24.9%

31.1%

4.1%

3.8%

30.6%

21.1%

67.2%

4.2%

1.5%

22.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．パンフレット（国土交通省及び新・建築士制度

普及協議会が作成したもの）  
２．所属する業界団体からの情報

（送付物など。１を除く。）  
３．地方公共団体からの情報

（送付物など。１を除く。）  

４．同業者からの情報  

５．施工会社（ゼネコン）からの情報  

６．取引先（建築主）からの情報  

７．業界新聞や業界の専門雑誌  

８．一般新聞や一般雑誌  

９．テレビ・ラジオ（政府広報番組など）  

10．各種のセミナー・講習会・説明会  

11．国土交通省のホームページ  

12．（財）建築行政情報センターのホームページ  

13．地方公共団体のホームページ  

14．その他 

 
 

（４） 対象となる建築物について、今後の設計業務の予定をおたずねします。

（n=2,469） 

１．具体的な予定が

ある

33.5%

４．予定はない

6.6%

２．具体的な予定は

ないが、見込みが

ある

38.8%

３．見込みはない

が、行いたいと考え

ている

21.0%

 
 



- 6 - 

（５） 貴建築士事務所では、今後対象となる建築物の設計を行う際に必要な構造設計

一級建築士の確保の目処は立っていますか。 
 
  ○今後、対象となる建築物の設計業務を行う見込みがある事務所の回答

について、単純に建築士事務所数で集計した場合（n=1,787） 

１．自社で確保でき

る目処が立った（社

内の他の建築士事

務所で確保できる

場合を含む）

33.8%

４．目処が立ってい

ない

13.0%

２．従来（改正建築

士法が施行された

平成20年11月28日

より前）から構造設

計委託実績のある

協力事務所に委託

することにより確保

できる目処が立っ

た

50.6%

３．新たな協力事務

所に委託することに

より確保できる目処

が立った

2.6%

 
 
  ○今後、対象となる建築物の設計業務を行う見込みがある事務所の回答

について、業務実績（物件数）による重み付けを行った場合（n=5,904） 

１．自社で確保でき

る目処が立った（社

内の他の建築士事

務所で確保できる

場合を含む）

53.2%

４．目処が立ってい

ない

7.6%

２．従来（改正建築

士法が施行された

平成20年11月28日

より前）から構造設

計委託実績のある

協力事務所に委託

することにより確保

できる目処が立っ

た

36.9%

３．新たな協力事務

所に委託することに

より確保できる目処

が立った

2.2%
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（６） 各都道府県の建築士事務所協会に、構造設計一級建築士の確保を支援する建

築設計サポートセンターがあることをご存知ですか。（n=2,469） 

３．知らない

61.4%

２．知っている

37.9%

１．問い合わせなど

を行ったことがある

0.7%

 

 

（７） 貴建築士事務所では、構造設計一級建築士による法適合確認を円滑に実施する

ために、どのような支援が効果的であるとお考えですか。（複数回答可）

（n=2,469） 

82.5%

7.3%

52.8%

48.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．法適合確認の実例・留意点等を記載したマ

ニュアルの作成、講習会の実施

２．法適合確認の契約上の留意点等を記載した

マニュアルの作成、講習会の実施

３．法適合確認の業務量の目安の公表

４．その他
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（８） 平成 19 年６月に施行された改正建築基準法に基づく構造計算適合性判定につい

ておたずねします。構造計算適合性判定に係る状況は改善されましたか。

（n=2,469） 

23.4%

55.2%

14.1%

7.3%

0% 20% 40% 60%

１．大きく改善された

２．少し改善された

３．改善されていない

４．分からない
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Ⅲ 設備設計一級建築士の確保見込み等に関するアンケート 

 
 １．回答事務所の属性 

（１） 専業・兼業（n=726） 

１．専業建築士事

務所

69.8%

２．兼業建築士事

務所

30.2%

 
 

（２） 一級建築士の人数（n=726） 

１．1～4名

49.3%

４．20～29名

5.2%

５．30～49名

3.3%

６．50～99名

2.3%
７．100～199名

2.3%

３．10～19名

12.7%

２．5～9名

23.8%

８．200名以上

1.0%

 
 
 

（注）専業建築士事務所：設計、工事監理を専業として行う建築士事務所 
兼業建築士事務所：建設会社・工務店・ハウスメーカーに属するなど総合的に建設

業を営み、設計・工事監理を兼業として行う建築士事務所 
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２．アンケート調査結果 

（１） 設備設計に関し、高度な専門能力を必要とする一定の建築物（以下、「対象となる

建築物」といいます。）の設備設計に関する資格として設備設計一級建築士制度

が創設されたことをご存知ですか。（n=726） 

１．よく知っている

66.0%

４．聞いたことがな

い

0.0%

２．ある程度知って

いる

32.5%

３．聞いたことがあ

るが内容はよく知ら

ない

1.5%

 
 

（２） 設備設計一級建築士による設備設計への関与の義務づけについて、次のような

ことが規定されていますが、それぞれについて、ご存知かどうかを教えてください。

（n=726） 

70.7%

2.3%

6.6%

20.9%

25.5%

23.0%

29.3%

32.5%67.5%

79.1%

93.4%

77.0%

74.5%

97.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．階数が3以上、かつ、床面積5,000ｍ²超の建築物は、設備設計一級建築士

による設備設計への関与が義務づけられます。

２．対象となる建築物に関する設備設計一級建築士による設備設計への関与

は、平成21年5月27日以降に設備設計を行った（完了した）ものから義務づけ

られます。

３．対象となる建築物であっても、平成21年5月26日以前に設備設計を行った

（完了した）ものについては、その後の設計変更も含め、平成21年11月26日ま

での間は、設備設計一級建築士が設備設計に関与していない場合であっても、

建築確認申請が受理されます。

４．既存建築物の増改築または大規模修繕・大規模模様替の場合にも、設備

設計一級建築士による設備設計への関与が義務づけられる場合があります。

５．設備設計一級建築士でない一級建築士であっても、設計後に、設備設計一

級建築士による法適合確認を受けるのであれば、対象となる建築物の設備設

計を行うことができます。

６．対象となる建築物であっても、工事監理に設備設計一級建築士が関与する

必要はありません。

７．法適合確認を受ける場合の契約の相手先は設備設計一級建築士個人で

はなく、その所属する建築士事務所となります。

知っている 知らない
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（３） 設備設計一級建築士による設備設計への関与の義務づけについて、どのように

情報を得ましたか。（複数回答可）（n=726） 

83.7%

1.5%

1.0%

47.5%

26.4%

28.8%

4.3%

3.9%

16.1%

2.8%

5.4%

69.7%

19.1%

36.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．パンフレット（国土交通省及び新・建築士制度

普及協議会が作成したもの）
２．所属する業界団体からの情報

（送付物など。１を除く。）
３．地方公共団体からの情報

（送付物など。１を除く。）

４．同業者からの情報

５．施工会社（ゼネコン）からの情報

６．取引先（建築主）からの情報

７．業界新聞や業界の専門雑誌

８．一般新聞や一般雑誌

９．テレビ・ラジオ（政府広報番組など）

10．各種のセミナー・講習会・説明会

11．国土交通省のホームページ

12．（財）建築行政情報センターのホームページ

13．地方公共団体のホームページ

14．その他

 
 

（４） 対象となる建築物について、今後の設計業務の予定をおたずねします。（n=726） 

１．具体的な予定

がある

32.1%

４．予定はない

8.5%

２．具体的な予定

はないが、見込み

がある

36.8%

３．見込みはない

が、行いたいと考え

ている

22.6%
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（５） 貴建築士事務所では、今後対象となる建築物の設計を行う際に必要な設備設

計一級建築士の確保の目処は立っていますか。 
 

○今後、対象となる建築物の設計業務を行う見込みがある事務所の回答

について、単純に建築士事務所数で集計した場合（n=500） 

１．自社で確保でき

る目処が立った（社

内の他の建築士事

務所で確保できる

場合を含む）

40.6%

４．目処が立ってい

ない

30.6%

２．従来（改正建築

士法が施行された

平成20年11月28

日より前）から設備

設計委託実績のあ

る協力事務所に委

託することにより確

保できる目処が

立った

24.4%

３．新たな協力事務

所に委託すること

により確保できる目

処が立った

4.4%

 
 

○今後、対象となる建築物の設計業務を行う見込みがある事務所の回答 
について、業務実績（物件数）による重み付けを行った場合（n=2,557） 

１．自社で確保でき

る目処が立った（社

内の他の建築士事

務所で確保できる

場合を含む）

72.8%

３．新たな協力事務

所に委託すること

により確保できる目

処が立った

2.7%

２．従来（改正建築

士法が施行された

平成20年11月28

日より前）から設備

設計委託実績のあ

る協力事務所に委

託することにより確

保できる目処が

立った

12.7%

４．目処が立ってい

ない

11.8%
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（６） 各都道府県の建築士事務所協会に、設備設計一級建築士の確保を支援する建

築設計サポートセンターがあることをご存知ですか。（n=726） 

３．知らない

55.2%

２．知っている

43.8%

１．問い合わせなど

を行ったことがある

1.0%

 
 

（７） 貴建築士事務所では、設備設計一級建築士による法適合確認を円滑に実施する

ために、どのような支援が効果的であるとお考えですか。（複数回答可）（n=726） 

52.1%

59.2%

7.6%

84.7%
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１．法適合確認の実例・留意点等を記載したマ

ニュアルの作成、講習会の実施

２．法適合確認の契約上の留意点等を記載した

マニュアルの作成、講習会の実施

３．法適合確認の業務量の目安の公表

４．その他

 
 


